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　完璧を意味するパーフェクトからきている。ちなみに『アラモード』はフランス語に由来し「現代風
・流行りの」という意味で「プリンアラモード」は日本発祥であり、概ね日本でしか通用しません。

雑学コーナー

パフェの由来

この春、新たに組合員となられた方もいらっしゃいますので、皆さんがどのような年金制度

に加入しているのかを改めてお知らせします。

年金制度について

１　公的年金制度

※１　被用者年金制度の一元化により、共済年金の職域部分は平成27年9月30日をもって廃止されましたが、
　　平成27年9月までの共済年金の加入期間を有する方については、経過的な取り扱いとしてその期間に応じた
　　職域部分の年金が支給されます。
※２　新たな公務員の退職給付として「退職等年金給付（年金払い退職給付）」が創設され、平成27年10月
　　以後の組合員期間を有する方のうち、要件を満たした場合に支給されます。65歳に達したとき、または
　　65歳に達した日以後に退職したときに、半分は終身年金、半分は有期年金として支給されます。

１階

民間サラリーマン等

（厚生年金基金）

被扶養配偶者 自営業・学生

国民年金基金
（任意加入）

公務員等

経過的職域加算額※1

年金払い退職給付※2

２階

国　　民　　年　　金　　（　基　礎　年　金　）

厚　　生　　年　　金

３階

生年月日

S30.4.2
～

S32.4.1

62歳 63歳

経過的職域加算額 経過的職域加算額＋年金払い退職給付

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

S32.4.2
～

S34.4.1

経過的職域加算額 経過的職域加算額＋年金払い退職給付

特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

S34.4.2
～

S36.4.1

経過的職域加算額 経過的職域加算額＋年金払い退職給付

特別老厚 老齢厚生年金

老齢基礎年金

S36.4.2～
経過的職域加算額＋年金払い退職給付

老齢厚生年金

老齢基礎年金

64歳 65歳

【年金制度の体系】

２　年金の支給開始年齢

長期給付事業キャラクター
かめるん

　「地共済年金情報Webサイト」とは、ご自身の公務員厚生年金に関する
情報がご覧いただけるサービスです。閲覧には利用申込みが必要で、
申込みをすると通常2～3週間後にユーザID通知書が送付され、申込時に
ご自身で登録したパスワードと通知されたユーザIDにより、閲覧できる
ようになります。
　閲覧できる項目は、年金加入履歴および加入期間、保険料納付済額、標準報酬月額等、
年金見込額、給付算定基礎額残高（年金払い退職給付の基礎となる残高）です。
　詳しくは、「地共済年金情報Ｗｅｂサイト」で検索してください。

「地共済年金情報Webサイト」のご案内

☞携帯電話、スマートフォン、タブレット端末では上記サービスはご利用いただけませんのでご注意
　ください。
☞利用の際は基礎年金番号が必要です。基礎年金番号は、年金手帳や「ねんきん定期便」等に記載
　されていますので、そちらでご確認ください。なお、お手元にない場合はお近くの年金事務所に
　お問い合わせください。

　ねんきん定期便は、年金加入記録をご確認いただくとともに、
年金制度に対する理解を深めていただくことを目的として、年金
加入記録や年金の見込み額をお知らせしているものです。

◆送付時期◆
　誕生月の月末ごろに、公立学校共済組合本部からご自宅あてに送付されます。
　届きましたら、必ず内容をご確認ください。

◆表示内容◆

誕生月
の
年齢

節目年齢の方（封書） 節目年齢以外の方（はがき）

59歳 35歳・45歳 50歳以上 50歳未満

表示
内容

年金見込額

現在の年金制度加入
条件で60歳まで継
続したものと仮定し
て算出されます。

年金見込額

作成時までの加入実
績に基づいて算出さ
れます。

老齢年金の種類と
年金見込額

現在の年金制度加入
条件で60歳まで継
続したものと仮定し
て算出されます。（注）

年金見込額

作成時までの加入実
績に基づいて算出さ
れます。

これまでの年金加入期間・履歴 これまでの年金加入期間

これまでの月別状況 最近の月別状況

（注）受給資格期間が120月に達していない場合や既に老齢厚生（退職共済）年金が決定している場合などは、
年金見込額は表示されません。

「ねんきん定期便」の送付について

【ねんきん定期便・WEBサイトについてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813【年金制度についてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813
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　完璧を意味するパーフェクトからきている。ちなみに『アラモード』はフランス語に由来し「現代風
・流行りの」という意味で「プリンアラモード」は日本発祥であり、概ね日本でしか通用しません。

雑学コーナー

パフェの由来

この春、新たに組合員となられた方もいらっしゃいますので、皆さんがどのような年金制度

に加入しているのかを改めてお知らせします。

年金制度について

１　公的年金制度

※１　被用者年金制度の一元化により、共済年金の職域部分は平成27年9月30日をもって廃止されましたが、
　　平成27年9月までの共済年金の加入期間を有する方については、経過的な取り扱いとしてその期間に応じた
　　職域部分の年金が支給されます。
※２　新たな公務員の退職給付として「退職等年金給付（年金払い退職給付）」が創設され、平成27年10月
　　以後の組合員期間を有する方のうち、要件を満たした場合に支給されます。65歳に達したとき、または
　　65歳に達した日以後に退職したときに、半分は終身年金、半分は有期年金として支給されます。
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【年金制度の体系】

２　年金の支給開始年齢

長期給付事業キャラクター
かめるん

　「地共済年金情報Webサイト」とは、ご自身の公務員厚生年金に関する
情報がご覧いただけるサービスです。閲覧には利用申込みが必要で、
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　されていますので、そちらでご確認ください。なお、お手元にない場合はお近くの年金事務所に
　お問い合わせください。

　ねんきん定期便は、年金加入記録をご確認いただくとともに、
年金制度に対する理解を深めていただくことを目的として、年金
加入記録や年金の見込み額をお知らせしているものです。

◆送付時期◆
　誕生月の月末ごろに、公立学校共済組合本部からご自宅あてに送付されます。
　届きましたら、必ず内容をご確認ください。
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績に基づいて算出さ
れます。
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ジェネリック医薬品を使ってみませんか？お住まいの市町村から医療費助成を
受けている方は届出が必要です

共済組合への届出が必要な市町村の助成制度

①重度心身障害児・者医療　………「障害医療費受給者証」
②ひとり親家庭医療　………………「ひとり親家庭医療費受給者証」

①又は②の該当者となったとき ・「公費医療助成認定・取消届出書」（様式第3-26号）
・ 受給者証の写し

・「公費医療助成認定・取消届出書」（様式第3-26号）
・ 却下通知書の写し等

①又は②に該当していた方が、
　該当しなくなったとき

届出書類

注意事項

（みほん①） （みほん②）

こちらの受給者証を
交付されたときは、
共済組合へ届出が
必要です！

　組合員または被扶養者の方が次の公費負担医療制度（以下の①・②）の該当者となった場合は、医療機
関で支払う医療費の患者負担額（2～3割）が市町村から助成されるため窓口負担が発生しなくなります。
このため、共済組合からの医療給付（高額療養費等）は行いません。市町村からの助成と共済組合の給付
との二重給付を避けるため、受給者となられた場合は必ず共済組合へ届け出てください。

●該当者となった旨の届出がない場合や、届出が遅れたことにより共済組合から医療給付を受給した
　場合は、当該給付金を返還していただくこととなります。
●①又は②の該当者となった場合だけでなく、該当していた方が該当しなくなった場合も届出が必要
　です。届出が遅れると、本来受けることができた共済組合からの医療給付が受けられなくなること
　があります。

●ジェネリック医薬品とは？
　ジェネリック医薬品は、先発医薬品（新薬）の特許期間が切れた後に他の医薬品メーカーが同じ有効成
分を使って製造・販売する後発医薬品です。
　開発費にかかる費用が少ない分、先発医薬品より安い価格で提供されています。

●効き目や安全性は？
　厚生労働省が先発医薬品と同レベルの品質・有効性・安全性を有すると
認めた医薬品です。

●ジェネリック医薬品に切替えたいときは？
①医師や薬剤師に利用する旨を伝えてください。
②それぞれの薬の効果・副作用について薬剤師から説明を受けましょう。
③薬剤師の説明に納得できたら、ジェネリック医薬品を希望することを伝えましょう。

ジェネリック医薬品の詳しい情報はこちらのホームページから確認できます。
日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会ホームページ
■かんじゃさんの薬箱http://www.generic.gr.jp

【ジェネリック医薬品についてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813【医療費助成を受けている方の届出についてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813
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ジェネリック医薬品を使ってみませんか？お住まいの市町村から医療費助成を
受けている方は届出が必要です

共済組合への届出が必要な市町村の助成制度

①重度心身障害児・者医療　………「障害医療費受給者証」
②ひとり親家庭医療　………………「ひとり親家庭医療費受給者証」

①又は②の該当者となったとき ・「公費医療助成認定・取消届出書」（様式第3-26号）
・ 受給者証の写し

・「公費医療助成認定・取消届出書」（様式第3-26号）
・ 却下通知書の写し等

①又は②に該当していた方が、
　該当しなくなったとき

届出書類

注意事項

（みほん①） （みほん②）

こちらの受給者証を
交付されたときは、
共済組合へ届出が
必要です！

　組合員または被扶養者の方が次の公費負担医療制度（以下の①・②）の該当者となった場合は、医療機
関で支払う医療費の患者負担額（2～3割）が市町村から助成されるため窓口負担が発生しなくなります。
このため、共済組合からの医療給付（高額療養費等）は行いません。市町村からの助成と共済組合の給付
との二重給付を避けるため、受給者となられた場合は必ず共済組合へ届け出てください。

●該当者となった旨の届出がない場合や、届出が遅れたことにより共済組合から医療給付を受給した
　場合は、当該給付金を返還していただくこととなります。
●①又は②の該当者となった場合だけでなく、該当していた方が該当しなくなった場合も届出が必要
　です。届出が遅れると、本来受けることができた共済組合からの医療給付が受けられなくなること
　があります。

●ジェネリック医薬品とは？
　ジェネリック医薬品は、先発医薬品（新薬）の特許期間が切れた後に他の医薬品メーカーが同じ有効成
分を使って製造・販売する後発医薬品です。
　開発費にかかる費用が少ない分、先発医薬品より安い価格で提供されています。

●効き目や安全性は？
　厚生労働省が先発医薬品と同レベルの品質・有効性・安全性を有すると
認めた医薬品です。

●ジェネリック医薬品に切替えたいときは？
①医師や薬剤師に利用する旨を伝えてください。
②それぞれの薬の効果・副作用について薬剤師から説明を受けましょう。
③薬剤師の説明に納得できたら、ジェネリック医薬品を希望することを伝えましょう。

ジェネリック医薬品の詳しい情報はこちらのホームページから確認できます。
日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会ホームページ
■かんじゃさんの薬箱http://www.generic.gr.jp

【ジェネリック医薬品についてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813【医療費助成を受けている方の届出についてのお問い合わせ】共済組合共済班　☎ 088-821-4813
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19　18
令和4年4月 令和4年4月

雑学コーナー

「老舗」
「老舗」は一般的に「しにせ」と読むが、「ろうほ」でも正しい読み方とされている。

ご夫婦とも会員である場合は、双方が請求できます。

ご夫婦とも会員である場合は、双方が請求できます。

○上記以外にも、結婚祝金・出産祝金・災害見舞金・傷病見舞金・死亡弔慰金・
　退職慰労金の給付があります。請求期間は給付事由が生じた日の翌日から３年
　間です。

○いずれの給付も、会員資格を有する期間中に給付事由が生じた場合に対象とな
　ります（結婚祝金は退職後６ヶ月以内の婚姻届出も対象です。）。

○ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
高知県教職員互助会事務局　 電話：０８８-８２１-４９１７

給付請求書等への押印について
○会員の押印が不要になりました。
会員氏名については、自筆、印字及びゴム印等いずれでもかまいません。

○所属所長の押印が不要になりました（注１）。
職名・氏名については、自筆、印字及びゴム印等いずれでもかまいません。

○記載事項を訂正された場合は、訂正印を押印してください。
 

注 ：傷病見舞金請求書の請求期間確認欄については、今後も押印が必要です。
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【互助会についてのお問い合わせ】教職員互助会　☎088-821-4917

退職互助部制度のご案内
　互助会では、退職後の医療給付を始め、各種の福利厚生事業を実施する「退職互助部制度」を設けて
います。
　退職互助部制度に加入されると、退職後も引き続き給付事業や厚生事業を受けることができます。
　この機会に、退職互助部制度への加入について是非ご検討ください。
　また、既に加入いただいている方（現職会員）については、退職後に特別会員となられることをおす
すめします。

・35歳になった翌年度の４月１日に退職互助
部の現職会員に加入することができます。
・該当の方には３月頃に事務局からお知らせ
しますので、この機会を逃さずにご加入く
ださい。   

・退職された日の翌日に特別会員の資格を取
得します。
・配偶者の方も「届出配偶者」の資格を取得
できます。
・退職予定者説明会等でご案内します。  

～今年度35歳の皆様へ～ ～現職会員の皆様へ～ 

《退職互助部制度のイメージ図》
35歳になった
翌年度の４月１日 60歳 生涯現職会員 特別会員

現職会員
資格取得

退職時に特別会員の
資格取得手続　　　

掛金＝給料の月額×8／1,000×25年間 
（掛金は毎月の給与から控除されます。）

・給付事業・厚生事業　等　　
（医療給付は70歳になるまで）

※１．掛金率8／1,000は、退職後のご夫婦の医療給付を想定したものです。（単身の方には特別会員になる時に
　　　配偶者の掛金率に相当する額をお返しします）
※２．退職時に45歳以上であれば特別会員になります。現職会員期間が25年未満の場合は掛金の不足分を納入い
　　　ただきます。
※３．退職して特別会員にならない場合は、納入された掛金相当額をお返しいたします。

《医療費の補助が受けられます》

・在職中は、共済組合と一般互助部からの給付により医療費の自己負担が軽減されています。
・退職後はこれらの給付は受けられなくなりますが、退職互助部に加入していれば、引き続き70歳になる
まで医療費の自己負担額を軽減することができます。
・退職後に日本国内の健康保険制度であれば、どんな健康保険に加入しても自己負担分が給付対象となりま
す。また、公立学校共済組合高知支部の組合員またはその被扶養者及び高知県内の市町村で国民健康保険
に加入した場合は、自動給付となりますので、請求書を提出せずに給付を受けることができます。

《退職後に受けることができる主な事業は・・・》

医療費補助金・配偶者医療費補助金（70歳になるまで医療費の負担が軽減されます）、長寿祝金、弔慰金、
入院見舞金、旅行補助、指定宿泊施設利用補助、サークル活動助成

20
令和3年4月

令和4年度

【互助会についてのお問い合わせ】教職員互助会　☎ 088-821-4917【互助会についてのお問い合わせ】教職員互助会　☎ 088-821-4917

会員が婚姻届出から満25年目を迎えたとき。
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